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はじめに 

 

本件は、2019年の天皇の即位の礼や大嘗祭に関するいくつかの儀式（以下、本件諸儀式）を実

施する国費の支出について問題視する国民が、その差止めを求めた事案である。 

これら儀式に関する国費支出をめぐっては、その支出自体の妥当性が一般的には注目を浴びる。

もっとも、本件における法律上の主たる争点ないし関心事はそこではない。それは、①本件訴訟

で主張される権利・利益をめぐる東京地裁判決（以下、本件地裁判決とする。）2と東京高裁判決

（以下、本件高裁判決とする。）の理解の相違、②納税者基本権の憲法上（ないしは法律上）の性

質をめぐる理解（主に本件地裁判決）、③人格権と「法律上の利益」との関係（主に本件高裁判決）、

といった３点に凝縮されよう。 

 

Ⅰ 事実の概要 

 

東京地裁に提示された原告らの訴状3によれば、本件は、「納税者基本権に基づいて、政教分離
．．．．

原則違反、主権者としての地位（国民主権）、その他憲法上の人権その他諸規定違反である
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

本件諸

儀式への国費の支出の差止め」（傍点は新井）を求めたものである4。 

これについて本件地裁判決は、「事実の概要」において「納税者たる原告らは、納税者基本権に
．．．．．．．

基づき
．．．

、憲法に違反した国費の支出がなされようとしている場合にはその支出の差止めを求める

ことができるところ、上記支出は憲法に違反するなどと主張して、被告に対し、本件諸儀式等に

係る国費の支出の差止めを求める事案である」と示した。 

そして本件地裁判決は、「憲法及び法律は、国費の支出について個々の国民が納税者たる資格に

基づいてその是非を争い得る制度について何ら規定を置いておらず、また、憲法の各規定からし
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て、納税者である個々の国民に対し、国費の支出について原告らが主張するような権利を保障し

ていると解すべき根拠はなく、原告らが主張する納税者基本権という権利ないし法的利益を認め

た法律の規定も存在しない」とする。以上から、「原告らが主張する納税者基本権について、裁判

上の救済を受けることができる具体的権利ないし利益として保障されていると解することはでき

ない」とする。 

加えて本件地裁判決は、「本件訴えは、原告らの固有の法律上の利益に基づき提起されたもので

あるということはできず、その実質は、国民一般の地位に基づき、本件諸儀式等に係る国費の支

出が違憲であるとしてその差止めを求めるものであって、『国……の機関の法規に適合しない行為

の是正を求める訴訟で……自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの』であるとい

わざるを得ず、本件訴えは、民衆訴訟（行政事件訴訟法５条）に該当するものである」とし、「民

衆訴訟は、『法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる』（同法

４２条）ところ、国民が国民たる資格に基づき、国費の支出につき、その違憲・違法を理由とし

て支出の差止めを求める訴訟を提起することを認める法律の規定は存在しない」ことから、「本件

訴えは、いずれも不適法である」と結論している。 

これを不服として原告らが控訴した。 

 

 

Ⅱ 判決の要旨（カギカッコ内は本件高裁判決より） 

 

１．主文 

「１ 原判決を取り消す。」こととし、「２ 本件を東京地方裁判所に差し戻す」。 

 

２．事実の概要 

「本件は、控訴人らが、被控訴人に対し、納税者基本権及び人格権に基づき
．．．．．．．．．．．．．．．

、天皇の即位に伴

い行われる原判決別表記載の即位の礼及び大嘗祭関係諸儀式等（本件諸儀式等）に係る国費の支

出の差止めを求める事案」（傍点は新井）である。「原審は、本件訴えはいずれも不適法であり、

その不備を補正することができないとして、口頭弁論を経ることなく訴えを却下した」ので、「控

訴人らがこれを不服として控訴した」。 

 

３．裁判所の判断 

「本件訴状には、『本件諸儀式が、原告らの信仰の自由を侵害するおそれがあることは明らかで

ある。』、『原告らは、その思想と良心に対する強い圧迫感と侵害を感じるものである。』などと記

載され、結論として、『原告らは、被告に対し、納税者基本権および人格権に基づいて、政教分離

原則違反、主権者としての地位（国民主権）、その他憲法上の人権その他諸規定違反である本件諸
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儀式への国費の支出の差止めを求める』と記載されているのであるから、控訴人らの差止請求が、

納税者基本権のほか人格権に基づくものでもあることは明らかである。このように人格権に基づ

くことが明記された請求が控訴人らの固有の法律上の利益に基づく請求ではあり得ないとするに

は無理があり、そうすると、原審は、控訴人らの人格権に基づく請求については何ら判断するこ

となく、補正の余地がないとして控訴人らの訴えを却下したものといわざるを得ない」。 

「したがって、原審が、控訴人らの訴えを行政事件訴訟法７条、民事訴訟法１４０条により口

頭弁論を経ないで訴えを却下したことは不適法であり、原判決は、判決の手続が法律に違反した

ものとして、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法３０６条により取消しを免れない」ことから、「原

判決は相当ではないからこれを取り消し、本件を東京地方裁判所に差し戻す」。 

 

Ⅲ 検 討 

 

１．本件訴訟で主張される権利・利益をめぐる本件地裁判決と本件高裁判決の理解の相違 

本件地裁判決の「事実の概要」のまとめからわかるように、地裁は、本件訴訟で主張される権

利、利益については、「納税者基本権」（のみ）に基づくと記述している。これに対して高裁は、

本件訴訟を「納税者基本権及び人格権」に基づくと記述している。 

この点に関する地裁と高裁との記述の差は極めて大きい。本件高裁判決も、納税者基本権を憲

法上あるいは法律上の権利（ないしは法的利益）性を積極的に認めているとは思えず、むしろ否

定的に見える。一方で本件高裁判決は、「信仰の自由を侵害するおそれ」や「その思想と良心に対

する強い圧迫感と侵害を感じる」という原告らの当初の主張部分に注目し、それらが「人格権」

という「法律上の利益」に関わるとする。本件高裁判決では、この「法律上の利益」の存在こそ

が、差止訴訟が提起できるか否かの一つのメルクマールとされる。 

以上のことから、地裁と高裁との間にはまず、本件訴訟で争われる権利の理解をめぐる相違が

あると考えられる。 

 

２．納税者基本権の憲法上の性質をめぐる理解（主に本件地裁判決） 

もっとも本件地裁判決が、「納税者基本権」の憲法上の地位について、①「憲法及び法律は、国

費の支出について個々の
．．．

国民が納税者たる資格に基づいてその是非を争い得る制度について何ら

規定を置いておらず」（傍点は新井）、②「憲法の各規定からして、納税者である個々の
．．．

国民に対

し、国費の支出について原告らが主張するような権利を保障していると解すべき根拠はな（い）」

（傍点は新井）と示している点も注意したい。つまり、本件地裁判決は、「個々の」国民の納税者

基本権をめぐる主観的権利性につき、（憲法的な）制度手当の欠如とともに否定しているにすぎな

い5。その証左として本件地裁判決は、「原告らが主張する納税者基本権について、裁判上の救済

を受けることができる具体的
．．．

権利ないし利益として保障されていると解することはできない」（傍
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点、新井）と示している。 

以上を踏まえると本件地裁判決は、納税者基本権の「客観的権利ないし利益」自体は否定せず、

「具体的権利ないし利益」性のみを否定するにすぎないように読める。また、そうであるからこ

そ、本件地裁判決は、「本件訴えは、原告らの固有の法律上の利益に基づき提起されたもの」でな

く、「実質は、国民一般の地位に基づき、本件諸儀式等に係る国費の支出が違憲であるとしてその

差止めを求めるもの」とし、本件訴えが民衆訴訟に該当するとしたと考えられる。以上のことを

踏まえた場合、「納税者基本権」の（憲法上の）抽象的権利性あるいは客観的法としての性質の承

認を、本件地裁判決のロジックのなかに読み取ることも可能ではなかろうか。 

 

３．人格権と「法律上の利益」との関係（主に本件高裁判決） 

他方、本件高裁判決は、納税者基本権の法的性質に関する積極的な理解を示していない。それ

は、本件高裁判決が、「控訴人らの差止請求が、納税者基本権のほか人格権に基づくものでもある

ことは明らかである。このように人格権に基づくことが明記された請求が控訴人らの固有の法律

上の利益に基づく請求ではあり得ないとするには無理があり」というふうに、後半の文章では納

税者基本権については留保なく、人格権のみを論じる文章が続くことに見て取れる。つまり本件

高裁判決は、本件につき、納税者基本権ではなく、（信仰の自由等を含むものとして構成される）

「人格権」に基づく請求であるとし、「人格権に基づく請求については何ら判断することなく、補

正の余地がないとして控訴人らの訴えを却下した」原判決は妥当でないとするのである。 

ここにいう「人格権」とは、「憲法上の権利」というよりも、（控訴人の固有の）「法律上の利益」

としてのそれである。本件高裁判決は、それが憲法上の権利か否かどうかについて積極的には述

べないまでも、行政事件訴訟である差止訴訟等が可能となる要件としての「法律上の利益」に関

する審査の可能性をそこに読み取ることで、「人格権」を見落とした本件地裁判決による「却下」

を断罪したのである。 

本件高裁判決につき、即位大嘗祭違憲訴訟のＨＰでは、「おそらく被控訴人（被告）・国は、高

裁判決を不服として最高裁に上告することになると思われます。その結果、最高裁での弁論が開

かれた上で被上告人（原告）の逆転敗訴か、あらためて一審の裁判の開始かが、決まることにな

りそう6」だと示されているが、「人格権」に基づく訴訟であることが確定し実体的審査に入る場

合、当該権利（または利益）を不当に制約するか否かの判断へと向かうことから、その点が改め

て注目されることとなる。 

 

 

 

（掲載日 2020 年 4 月 16 日） 

 

1 東京高判令和元年 12 月 24 日、WestlawJapan 文献番号 2019WLJPCA12249002 を参照。 

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I938ddf0048cf11ea8c56010000000000&from-delivery=true


   

© 2020 Westlaw Japan K.K., all rights reserved 5 

 

2 東京地判令和元年 6 月 28 日、WestlawJapan 文献番号 2019WLJPCA06288002 を参照。  

3 即位大嘗祭違憲訴訟 HP（http://sokudai.zhizhi.net/）〔2020 年 4 月 14 日最終閲覧〕内「訴状」（2018 年 12

月 10 日付）（http://sokudai.info-act.com/wp-content/uploads/2018/12/sokudai_sojo.pdf）。 

4 前掲註（3）の「訴状」によれば、本件はこれに加えて「上記各権利の侵害又は諸規定の違反等によって原告が

損害を被ったことを理由として国家賠償法に基づく損害賠償を求め」るとしている。もっとも、本件地裁判決に

よれば、「原告らは、本件訴状により、被告に対し、各１万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支

払済みまでの年５分の割合による金員の支払も求めているが、この部分については、別途、東京地方裁判所にお

いて、民事通常事件として立件されているから（当庁平成３１年（ワ）第８１５５号）、本件訴えには含まれな

い」とされていることから、本解説でも、国家賠償法に基づく請求については触れないこととする。 

5 上記①、②に加えて、法律上の位置付けとしては、③「納税者基本権という権利ないし法的利益を認めた法律の

規定も存在しない」とも述べている。 

6 前掲註（3）内「最近の投稿」（2020 年 1 月 6 日付）（http://sokudai.zhizhi.net/?p=157）。 

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I4cabef80411011eaacea010000000000&from-delivery=true
http://sokudai.info-act.com/wp-content/uploads/2018/12/sokudai_sojo.pdf）

